
社会福祉法人善導寺福祉会 

役員及び評議員の報酬及び費用の支給に関する規程 

                 
（目的及び意義） 
第１条 この規程は、社会福祉法人善導寺福祉会（以下｢法人｣という。）の定款第８条及び

第２１条の規定に基づき、理事及び監事（以下「役員」という。）並びに評議員に係る職

務の執行に対する報酬及び費用の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（勤務形態に応じた報酬等の区分、及び、報酬の支給） 
第２条 この法人は、評議員及び監事に対して、その職務の執行の対価として、次の通り

報酬を支給するものとする。 
２ 報酬の支給対象となる職務は、次のとおりとする。 

(1) 評議員及び監事の評議員会への出席 
(2) 評議員の各種研修会への参加及び他施設等の視察研修 
(3) 監事による監査業務及び監査報告作成（定期又は臨時） 
(4)その他理事長が必要と認めた職務 

 
（報酬の額、及び、算定方法ならびに支給の方法及び形態） 
第３条 評議員及び監事に対する報酬は、前条第２項第１号及び第２号に定める職務につ

いて、職務執行の都度、定款第８条及び第２１条により、１回につき１０，０００円の

現金支給とする。 
２ 前条第２項第３号に定める監事の職務については、職務執行の都度、１回につき 
２０，０００円の現金支給とする。 

 
（費用弁償の支給） 
第４条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たり負担することとなる費用

を弁償するため、費用弁償を支給とする。 
２ 費用弁償を支給する職務は、次のとおりとする。 

(1) 役員の理事会への出席 
(2) 評議員及び監事の評議員会出席 
(3) 役員の行政機関による監査への立会 
(4) 役員及び評議員の各種研修会への参加及び他施設等の視察研修 
(5) その他理事長が必要と認めた職務 

 



 
 
（費用弁償の支給額、ならびに、支給方法及び形態） 
第５条 前条各号に規定する職務に係る費用弁償の額は次のとおりとする。 

(1) 前条第２項第１号から第３号に規定する職務については、当該職務 1 回につき３，０

００円を職務執行の都度、現金支給とする。 
(2) 前条第２項第４号及び第５号に規定する職務については、社会福祉法人善導寺福祉会

旅費規程を準用し、施設長の旅費に相当する額を費用弁償として職務執行の都度、現

金支給する。 
２ 前項の費用弁償については、その職務の執行の都度現金支給するものとする。ただし、

前項(２)に掲げる費用弁償については、当該役員又は評議員の旅費請求書の提出後速やか

に現金支給するものとする。 
（適用除外） 
第６条 この法人の職員である理事については、第４条第２項第１号及び第３号・第４号

の職務に係る費用弁償は支給しない。 
（規程の改正） 
第７条 この規程の改正については、評議員会の承認を受けなければならない。 
（雑則） 
第８条 この規程に定めのない事項については、この法人の定款他諸規則及び法令等によ

るものとする。 
 
附則 
  この規程は、令和元年６月１５日（評議員会の議決日）から施行し、平成３１年４月

１日から適用する。 


